
宮城県における食育の推進体制

宮城県食育推進会議（平成18年４月設置）

　（内容）
　　　・宮城県食育推進計画の作成
　　　・食育の推進に関する重要事項の審議、推進状況の検証　等
　（構成）
　　　会長：宮城学院女子大学教授、副会長：スローフードジャパン会長
　　　委員：学校、保育所、生産者団体、健康づくり、市町村　等　２０名

宮城県食育推進本部（平成18年４月設置）

　（内容）
　　　・宮城県食育推進計画の策定
　　　・食育の推進に関する総合調整及び進行管理　等
　（構成）
　　　本部長：知事、副本部長：副知事、本部員：部局長　1１名

宮城県食育推進本部幹事会（平成18年４月設置）
　（内容）
　　　・推進本部に対する議案の審議
　　　・推進本部の指示する事項の検討　等
　（構成）
　　　幹事長：保健福祉部次長、副幹事長：健康推進課長
　　　委員：各部主管課長、関係課・室長

庁内担当班長会議（平成１７年１１月設置）
　（内容）
　　　・推進本部幹事会の指示する事項の検討
　　　・各部局で実施している食関連事業の体系的整理
　　　・食育推進に向けた普及・啓発活動の検討　等
　（構成）　庁内担当班長
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食育推進連絡会議（平成1９年度設置予定）
　（内容）
　　　・市町村推進計画の作成支援
　　　・連携事業の取組、地域の特色を活かした食育の推進　等
　（構成）
　　　保健福祉事務所、地方振興事務所、教育事務所
　　　関係機関･団体、教育関係者、生産者　等
　　　＊地域の実情、特色を活かした組織・メンバー構成

県地方機関

多様な関係者と
の連携・支援
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生産者等
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食育推進
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ等

食育活動の支援

家庭

「食育」の基本
は家庭から

市町村

計画の作成
食育の推進
普及啓発

食育推進
連絡会議
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力 市町村食育推進会議（平成1９年度設置予定）

　（内容）
　　　・市町村計画の作成、食育の推進　等
　（構成）
　　　市町村、関係機関・団体、教育関係者、生産者　等
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○ 食に関する地域の特色、課題点等の整理・検討

○ ３公所において取り組んでいる食育関連事業の情報の共有

○

○

○ 構成員相互の連携、協力による食育関連事業の実施等

○ 管内市町村において作成する市町村食育推進計画の策定支援

○ その他

○ 市町村食育推進会議 ：食育基本法第３３条に定める会議

・市町村の食育に関する、市町村食育推進計画の作成
・市町村食育推進計画の実施の推進

圏域内の食育に関連する団体や機関における食育への取組
に係る情報収集及び情報の共有化

食育に取り組んでいる実践者及び特色ある取組に関する情報
の収集・発信

所掌事務

食育推進連絡会議

食育推進連絡会議

地方振興事務所

教育事務所

保健福祉事務所

市　町　村

必須機関

生産者団体

教育関係者

食育ボランティア

etc.

地域の特性に
応じて追加

事務局

構成員例 取組内容例

市町村食育推進会議

宮城県食育推進プランにおいては、県内全市
町村において市町村食育推進計画を策定す
ることを目標としています。
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　 これらの課題に対応し、これまで各事務所で行っ
てきた点の取組から、面的な広がりをもった取組へと
展開するためには、３つの公所が情報を共有する場
を設け、連携して取り組む必要があります。
　 さらに３公所が中心となり、関連する団体や機関と
連携して圏域の食育を推進していく必要があります。

　 各圏域においてはこれまで、地方振興事務所における地産地消や地域食材の理解への取
組、教育事務所における学校給食を通じた食指導や学校農園等での体験活動などの取組、保
健福祉事務所における健康づくりや栄養指導等の取組など、３つの公所がそれぞれ独自に食
育に関する取組を行ってきました。
　 しかし、地域において食育に取り組む方々等からは、行政の各分野間の横の連携を強化し、
支援してもらえればもっと効果的な活動が展開できるといった意見・要望等が出されています。
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